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○ 千葉県銃砲刀剣類所持等取締法施行細則（現行）（昭和５６年３月３１日公安委員会規則第４号） 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第７条） 

第２章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可（第８条―第３４条） 

第３章 雑則（第３５条―第３８条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号。以下「法」という。）、銃

砲刀剣類所持等取締法施行令（昭和３３年政令第３３号。以下「令」という。）、銃砲刀剣類所持

等取締法施行規則（昭和３３年総理府令第１６号。以下「施行規則」という。）及び指定射撃場の

指定に関する内閣府令（昭和３７年総理府令第４６号。以下「射場内閣府令」という。）の施行に

関し必要な事項を定めるものとする。 

（書類の交付等） 

第２条 法、令、施行規則、射場内閣府令及びこの規則の規定により千葉県公安委員会（以下「公安

委員会」という。）又は警察署長（以下「署長」という。）が発する書類を交付する場合は、当該

書類の交付を受けるべき者の住所地若しくは事業場の所在地を管轄する警察署又はその者の住所地

若しくは事業場の所在地において行う。ただし、次の各号に掲げる書類は、千葉県警察本部におい

て交付する。 

（１）施行規則第１８条の規定による打刻命令書（法第４条の４第２項の規定により打刻を命ずる場合に 

係るものを除く。） 

（２）施行規則第２１条の規定による講習修了証明書（第１２条に規定する猟銃等初心者講習及びクロス 

ボウ初心者講習の場合に限る。） 

（３）射場内閣府令第１１条の規定による指定通知書 

（４）射場内閣府令第１４条の規定による指定解除通知書 

（５）第１０条に規定する不許可（不更新）（不指定）通知書（指定射撃場、教習射撃場及び練習射撃場 

に係るものに限る。） 

（６）施行規則第５１条の規定による教習射撃場指定書 

（７）第２７条に規定する教習用（練習用）備付け銃保管状況改善等命令書 

（８）施行規則第６１条の規定による教習射撃場指定解除通知書 

（９）施行規則第６２条の規定による教習修了証明書交付禁止通知書 

（１０）第３２条に規定する保管業務改善等命令書 

（１１）施行規則第６５条の規定による練習射撃場指定書 

（１２）施行規則第７４条の規定による練習射撃場指定解除通知書 

（１３）施行規則第８１条の規定による年少射撃資格講習修了証明書 

（１４）施行規則第９３条の規定による保管業務廃止等命令書 

２ 前項の規定により交付し、又は郵便により送達すべき書類について、これを受けるべき者の所在

が明らかでない場合は、公安委員会又は署長は、その交付又は送達に代えて公示送達するものとす

る。 

（受領書の徴収） 

第３条 公安委員会又は署長が発する書類のうち、次の各号に掲げる書類を交付したときは、別記第

１号様式の受領書を徴収するものとする。 

（１）第９条の２（第３３条の３第２項において準用する場合を含む。）に規定する受診等命令書 

（２）第１０条に規定する不許可（不更新）（不指定）通知書 

（３）第１９条に規定する技能検定申請却下通知書 

（４）施行規則第４５条の規定による射撃指導員指定解除通知書 

（５）施行規則第５３条の規定による教習射撃指導員解任命令書 

（６）第２５条に規定する教習（練習）資格不認定通知書 

（７）第２６条に規定する教習（練習）資格認定取消通知書 
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（８）施行規則第６１条の規定による教習射撃場指定解除通知書 

（９）施行規則第６２条の規定による教習修了証明書交付禁止通知書 

（１０）施行規則第６７条の規定による練習射撃指導員解任命令書 

（１１）施行規則第７４条の規定による練習射撃場指定解除通知書 

（１２）第２７条の２に規定する年少射撃資格不認定通知書 

（１３）第２７条の７に規定するクロスボウ射撃資格不認定通知書 

（１４）第２７条の８に規定するクロスボウ射撃資格認定取消通知書 

（１５）第３０条に規定する立入検査通知書 

（１６）施行規則第９３条の規定による保管業務廃止等命令書 

（１７）第３３条に規定する銃砲等又は刀剣類所持許可取消通知書 

（１８）第３３条の２に規定する年少射撃資格認定取消通知書 

（１９）第３３条の３第１項に規定する報告徴収書 

（２０）施行規則第１１３条の規定による提出命令書 

（届出を受理した旨の記載） 

第４条 施行規則第４条第３項、第５８条第２項、第７２条、第９０条第３項、第１００条第３項、

第１０２条第４項及び第１０３条第２項の規定により提出された届出書２通のうち１通に届出を受

理した旨を記載して届出者に交付するときの受理した旨の記載は、次のとおりとする。 

 （銃砲等又は刀剣類製造事業等の廃止の届出） 

第５条 施行規則第４条第４項の規定による銃砲等又は刀剣類の製造、製作又は販売の事業の廃止の届出

は、別記第２号様式の銃砲等又は刀剣類製造（製作）（販売）事業廃止届出書を提出して行わなければ

ならない。 

（人命救助等に従事する者届出済証明書亡失等の届出等） 

第６条 施行規則第５条第３項において準用する施行規則第６条第５項の規定による人命救助等に従事

する者届出済証明書（以下「届出済証明書」という。）の亡失、盗難又は滅失の届出は、別記第３号様

式の人命救助等に従事する者届出済証明書亡失（盗難）（滅失）届出書（以下「亡失等届出書」という。）

を提出して行わなければならない。この場合において、届出済証明書の再交付の申請は、亡失等届出書

にその旨を付記して行わなければならない。 

（使用人届出済証明書亡失等の届出等） 

第７条 前条の規定は、施行規則第６条第５項の規定による使用人届出済証明書の亡失、盗難又は滅

失の届出について準用する。この場合において、前条中「別記第３号様式の人命救助等に従事する

者届出済証明書亡失（盗難）（滅失）届出書」とあるのは、「別記第４号様式の使用人届出済証明

書亡失（盗難）（滅失）届出書」と読み替えるものとする。 

第２章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可 

（射撃競技用拳銃、公演用銃砲刀剣類等の所持が許可される者に対する許可の期間） 

第８条 令第６条第１項の規定による公安委員会が定める許可の期間は、２年とする。 

２ 令第６条第２項の規定による公安委員会が定める許可の期間は、１年を超えない範囲内において

必要と認める期間とする。 

（国際競技に参加する外国人に対する許可の期間） 

第８条の２ 令第２４条第１項の規定による公安委員会が定める許可の期間は、６０日を超えない範

囲内において必要と認める期間とする。 

（指示を受けたことがないこと等を誓約する書面） 

第８条の２の２ 施行規則第１１条第１項第５号及び第６号に規定する鳥獣による農林水産業等に係

る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第３条第１項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊

員等に関する命令（平成２４年内閣府・農林水産省・環境省令第１号）第１条第２号又は第２条第

２号に該当する者であることを誓約する書面は、別記第４号様式の２の指示を受けたことがないこ

と等の誓約書のとおりとする。 

（演劇、舞踊その他の芸能の公演等の名称等を記載した書類） 

第８条の３ 施行規則第１１条第１項第１４号の規定による書類は、別記第４号様式の２の２の銃砲等又

は刀剣類所持状況等説明書（演劇、博覧会等）のとおりとする。 

（博物館その他これに類する施設の名称等を記載した書類） 
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第８条の４ 施行規則第１１条第１項第１５号の規定による書類は、別記第４号様式の３の銃砲等又は刀

剣類所持状況等説明書（博物館等）のとおりとする。 

（法人が業務のために所持させる旨を記載した証明書） 

第９条 施行規則第１１条第１項第１６号の規定による証明書は、別記第５号様式の証明書のとおりとす

る。 

（受診等命令） 

第９条の２ 法第４条の３第２項の規定により医師の診断を受け、当該医師の診断書を提出すべきこ

とを命じようとするときは、別記第５号様式の２の受診等命令書により行うものとする。 

（不許可、不更新及び不指定の通知） 

第１０条 法第４条若しくは第６条の規定による許可、法第７条の３の規定による許可の更新又は法

第９条の２、第９条の３、第９条の３の２、第９条の４若しくは第９条の９の規定による指定の申

請があつた場合において、不許可、不更新又は不指定の処分をしようとするときは、別記第６号様

式の不許可（不更新）（不指定）通知書により行うものとする。 

（猟銃等射撃指導員として必要な知識の有無の認定） 

第１１条 施行規則第４２条第１項第４号に定める基準に該当する者であるかどうかの認定（第３項

において「認定」という。）は、考査によるものとする。 

２ 前項の規定による考査は択一式の筆記試験により行い、考査時間は１時間とし、考査問題は次の

各号に掲げる事項についての３０問とする。 

（１）銃砲を所持する者の社会的責任 

（２）猟銃又は空気銃の所持の許可（以下この項において「所持許可」という。） 

（３）所持許可の更新及びその手続 

（４）所持許可の失効及びその後の手続 

（５）所持許可の取消し 

（６）猟銃及び空気銃の所持についての遵守事項 

（７）猟銃等射撃指導員の指定 

（８）猟銃等射撃指導員の指定の解除 

（９）年少射撃資格の認定 

（１０）年少射撃資格の認定の失効及びその後の手続 

（１１）年少射撃資格の認定の取消し 

（１２）猟銃用火薬類等に関する法令 

（１３）狩猟に関する法令 

（１４）猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱い 

（１５）猟銃及び空気銃の事故防止 

（１６）猟銃又は空気銃による射撃の指導の方法 

３ 認定は、第１項の考査において８０パーセント以上の成績を収めた者に対して行うものとする。 

（猟銃等講習会及びクロスボウ講習会の開催） 

第１２条 法第５条の３第１項に規定する講習会（以下「猟銃等講習会」という。）及び法第５条の３の

２第１項に規定する講習会（以下「クロスボウ講習会」という。）の開催は、次の表のとおりとする。 

 講習会の種別 開催方法  

 （１）現に法第４条第１項第１号の規定により許

可を受けて猟銃又は空気銃を所持する者及び

法第５条の２第３項第２号又は第３号に掲げ

る者に対する猟銃等講習会（以下「猟銃等経験

者講習」という。 

各警察署（成田国際空港警察署を除く。）ごと

に原則として毎年度１回以上 

 

 （２） 前号以外の者に対する猟銃等講習会（以

下「猟銃等初心者講習」という。） 

千葉市において原則として毎月１回以上  
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（３）現に法第４条第１項第１号の規定により許

可を受けてクロスボウを所持する者に対する

クロスボウ講習会（以下「クロスボウ経験者講

習」という。） 

（４） 前号以外の者に対するクロスボウ講習会

（以下「クロスボウ初心者講習」という。） 

各警察署（成田国際空港警察署を除く。）ごとに

原則として毎年度１回以上 

 

 

千葉市において原則として毎月１回以上 

 （猟銃等講習会及びクロスボウ講習会の開催の公表） 

第１３条 令第１７条第２項又は第１９条の２第２項の規定による公表は、警察署の掲示板への掲示、イ

ンターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法により行うものとする。 

 （猟銃等講習会及びクロスボウ講習会の日時、場所の通知等） 

第１４条 猟銃等講習会又はクロスボウ講習会の受講の申込みがあつたときは、当該申込者に対して講習

用資料を交付するとともに、別記第７号様式の講習通知書を交付して猟銃等講習会又はクロスボウ講習

会の日時、場所等を通知するものとする。 

 （猟銃等講習会及びクロスボウ講習会の講習の内容） 

第１５条 猟銃等講習会及びクロスボウ講習会の講習の課目及び時間は、次の表のとおりとする。 

  

課目 時間 

 

 講習会の種別  

 猟銃等経験者講習 猟銃及び空気銃の所持

に関する法令 
１時間３０分 

 

猟銃及び空気銃の使用、

保管等の取扱い 
１時間 

 猟銃等初心者講習 猟銃及び空気銃の所持

に関する法令 

２時間１０分 

 

 

猟銃及び空気銃の使用、

保管等の取扱い 
１時間 

 クロスボウ経験者講習 クロスボウの所持に関

する法令 
１時間３０分 

 

クロスボウの使用、保管

等の取扱い 
１時間 

 クロスボウ初心者講習 

 

クロスボウの所持に関

する法令 
２時間１０分 

 

クロスボウの使用、保管

等の取扱い 
１時間 

２ 講習は、前条の規定により交付した講習用資料を使用し、講義形式により行うものとする。 

（猟銃等講習に係る考査及び講習修了証明書の交付） 

第１６条 猟銃等初心者講習の受講者について、講習事項の内容を正確に修得したかどうかを確認す

るため、講習終了直後に考査を実施するものとする。 

２ 前項の規定による考査は正誤式の筆記試験により行い、考査時間は１時間とし、考査問題は次の

各号に掲げる事項についての５０問とする。 

（１）猟銃及び空気銃を所持する者の社会的責任 

（２）猟銃及び空気銃の所持に関する法令 

（３）猟銃用火薬類等に関する法令 

（４）狩猟に関する法令 

（５）猟銃及び空気銃の事故防止 

（６）猟銃及び空気銃の種類等 

（７）猟銃及び空気銃の使用、保管等についての準則 

（８）実包の運搬及び保管についての一般準則 
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３ 法第５条の３第２項の講習修了証明書は、猟銃等初心者講習にあつては第１項の考査において９０パ

ーセント以上の成績を収めた者に対し考査終了後、猟銃等経験者講習にあつては猟銃等経験者講習を修

了した者に対し講習終了後、それぞれ講習場所において交付するものとする。 

（技能検定の実施） 

第１７条 法第５条の４第１項の規定による技能検定（以下「技能検定」という。）は、おおむね４

月に１回開催するものとする。 

２ 技能検定は、法第９条の２第１項の規定による指定射撃場において実施するものとする。 

（技能検定通知書の交付の時期） 

第１８条 施行規則第２３条の規定による技能検定通知書の交付は、技能検定の実施の日の１０日前

までに行うものとする。 

（技能検定の受検申請の却下） 

第１９条 法第５条の４第１項の規定による技能検定の受検の申請を却下しようとするときは、別記

第８号様式の技能検定申請却下通知書により行うものとする。 

（技能検定の従事者） 

第２０条 技能検定は、公安委員会が指定した千葉県警察本部生活安全部風俗保安課に勤務する警部

以上の階級にある警察官及びこれらの者の占める職と同等の職にある職員であつて警察官以外のも

の（以下「検定官」という。）に行わせるものとする。この場合において、検定官は、他の警察職

員に技能検定に関する事務の補助をさせることができる。 

第２１条及び第２２条 削除 

（銃砲刀剣類等及び拳銃部品の受領書） 

第２２条 施行規則第４０条の受領書及び施行規則第１０６条の受領書は、別記第１１号様式の銃砲

刀剣類等（拳銃部品）受領書のとおりとする。 

（教習射撃指導員等の住所、氏名等を記載した書類） 

第２３条 施行規則第５０条第３号（施行規則第６４条において準用する場合を含む。）の書類は、

別記第１２号様式の教習（練習）射撃指導員名簿のとおりとする。 

（教習資格認定証の有効期間） 

第２４条 令第２６条第２項の規定により公安委員会が定める教習資格認定証の有効期間は、３月と

する。 

（教習資格及び練習資格の不認定の通知） 

第２５条 第１９条の規定は、法第９条の５第２項の規定による教習資格の認定及び法第９条の１０

第２項の規定による練習資格の認定を行わない場合について準用する。この場合において、「別記

第８号様式の技能検定申請却下通知書」とあるのは、「別記第１３号様式の教習（練習）資格不認

定通知書」と読み替えるものとする。 

（教習資格及び練習資格の認定の取消し） 

第２６条 法第９条の５第３項の規定による教習資格の認定の取消し又は法第９条の１０第３項の規

定による練習資格の認定の取消しをしようとするときは、別記第１４号様式の教習（練習）資格認

定取消通知書により行うものとする。 

（教習用備付け銃及び練習用備付け銃の保管の設備又は方法の改善命令等） 

第２７条 法第９条の７第３項（法第９条の１１第２項において準用する場合を含む。）の規定によ

る教習用備付け銃及び練習用備付け銃に係る保管の設備又は方法の改善命令その他危害予防上必要

な措置命令をしようとするときは、別記第１５号様式の教習用（練習用）備付け銃保管状況改善等

命令書により行うものとする。 

（年少射撃資格の不認定の通知） 

第２７条の２ 第１９条の規定は、法第９条の１３第１項の規定による年少射撃資格の認定を行わな

い場合について準用する。この場合において、「別記第８号様式の技能検定申請却下通知書」とあ

るのは、「別記第１５号様式の２の年少射撃資格不認定通知書」と読み替えるものとする。 

（年少射撃資格講習会の開催） 

第２７条の３ 法第９条の１４第１項の規定による講習会（以下「年少射撃資格講習会」という。）

は、千葉市において原則として６月に１回以上開催するものとする。 

（年少射撃資格講習会開催の公表） 



6/8  

第２７条の４ 第１３条の規定は、令第２９条第１項の規定による公表について準用する。 

（年少射撃資格講習会の日時、場所の通知等） 

第２７条の５ 年少射撃資格講習会の受講の申込みがあつたときは、当該申込者に対して講習用資料

を交付するとともに、別記第１５号様式の３の年少射撃資格講習通知書を交付して当該講習会の日

時、場所等を通知するものとする。 

（考査及び年少射撃資格講習修了証明書の交付） 

第２７条の６ 年少射撃資格講習会の受講者について、講習事項の内容を正確に修得したかどうかを

確認するため、講習終了直後に考査を実施するものとする。 

２ 前項の規定による考査は正誤式の筆記試験により行い、考査時間は１時間とし、考査問題は次の

各号に掲げる事項についての５０問とする。 

（１）猟銃及び空気銃を所持する者の社会的責任 

（２）猟銃及び空気銃の所持に関する法令 

（３）空気銃の事故防止 

（４）空気銃の種類等 

（５）空気銃の使用、保管等についての準則 

３ 法第９条の１４第２項の年少射撃資格講習修了証明書は、第１項の考査において７０パーセント

以上の成績を収めた者に対し、考査終了後に講習場所において交付するものとする。 

（クロスボウ射撃資格の不認定の通知） 

第２７条の７ 第１９条の規定は、法第９条の１６第１項の規定によるクロスボウ射撃資格の認定を行わ

ない場合について準用する。この場合において、「別記第８号様式の技能検定申請却下通知書」とある

のは、「別記第１５号様式の４のクロスボウ射撃資格不認定通知書」と読み替えるものとする。 

（クロスボウ射撃資格の認定の取消し） 

第２７条の８ 第２６条の規定は、法第９条の１６第２項の規定によるクロスボウ射撃資格の認定の取消

しをしようとする場合について準用する。この場合において、「別記第１４号様式の教習（練習）資格

認定取消通知書」とあるのは、「別記第１５号様式の５のクロスボウ射撃資格認定取消通知書」と読み

替えるものとする。 

（空気銃又は拳銃及び拳銃部品等の預り書） 

第２８条 法第１０条の５第１項の規定による空気銃又は拳銃（当該拳銃に係る拳銃部品及び当該拳銃に

適合する拳銃実包を含む。以下この条において同じ。）の保管の委託を受けた者は、委託者に対して、

当該空気銃又は拳銃と引換えに別記第１６号様式の空気銃・拳銃・拳銃部品等預り書を交付するものと

する。 

（銃砲等及び実包等保管状況報告書） 

第２９条 法第１０条の６第１項の規定による銃砲等及び実包等の保管状況の報告徴収は、別記第１７号

様式の銃砲等及び実包等保管状況報告書により行わせるものとする。 

（立入検査の通告） 

第３０条 施行規則第８８条の規定による立入検査の通告は、別記第１８号様式の立入検査通告書に

より行うものとする。ただし、緊急に立入検査を実施する必要がある場合であつて関係者の承認を

得たときは、この限りでない。 

（銃砲の保管の設備又は方法の改善命令等） 

第３１条 法第１０条の４第１項の規定により銃砲を保管する者に対し、法第１０条の６第６項にお

いて準用する法第９条の７第３項の規定により当該銃砲の保管の設備又は方法の改善命令その他危

害予防上必要な措置命令をしようとするときは、別記第１９号様式の銃砲保管状況改善等命令書に

より行うものとする。 

（猟銃等保管業者又はクロスボウ保管業者に対する保管の設備又は方法の改善命令等） 

第３２条 法第１０条の８第１項に規定する猟銃等保管業者又は法第１０条の８の２第１項に規定する

クロスボウ保管業者に対し、法第１０条の８第２項又は第１０条の８の２第２項において準用する法第

９条の７第３項の規定により猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの保管の設備又は方法の改善命令その

他危害予防上必要な措置命令をしようとするときは、別記第２０号様式の保管業務改善等命令書により

行うものとする。 

（指示の通知） 
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第３２条の２ 法第１０条の９の規定による指示は、別記第２０号様式の２の指示書により行うもの

とする。 

（銃砲等又は刀剣類の所持許可取消し） 

第３３条 法第１１条第１項から第７項までの規定による銃砲等又は刀剣類の所持の許可の取消しをし

ようとするときは、別記第２１号様式の銃砲等又は刀剣類所持許可取消通知書により行うものとする。 

（年少射撃資格の認定の取消し） 

第３３条の２ 法第１１条の３第１項の規定による年少射撃資格の認定の取消しをしようとするとき

は、別記第２１号様式の２の年少射撃資格認定取消通知書により行うものとする。 

（報告徴収書等） 

第３３条の３ 法第１２条の３の規定による報告徴収は、別記第２１号様式の３の報告徴収書により

行わせるものとする。 

２ 第９条の２の規定は、法第１２条の３の規定により医師の診断を受けるべきことを命じようとす

る場合について準用する。 

（銃砲等又は刀剣類の検査の通知） 

第３４条 法第１３条の規定による検査の日時及び場所の通知は、書面により行うものとする。 

第３章 雑則 

（模造拳銃製造事業等の廃止の届出） 

第３５条 施行規則第１０２条第５項及び施行規則第１０３条第２項の規定による模造拳銃又は模擬

銃器の製造又は輸出の事業の廃止の届出をしようとするときは、別記第２２号様式の模造拳銃（模

擬銃器）製造（輸出）事業廃止届出書を提出して行わなければならない。 

（発見の届出） 

第３６条 法第２３条の規定による銃砲又は刀剣類を発見した場合の届出は、別記第２３号様式の古

式銃砲・刀剣類発見届を提出して行わなければならない。 

（不返還の通知） 

第３７条 施行規則第１０７条の規定による一時保管をした銃砲等又は刀剣類を返還しないこととす

る旨の通知は、別記第２４号様式の不返還通知書により行うものとする。 

（射撃教習実施状況の報告） 

第３８条 法第２７条の２第１項に規定する教習射撃場の設置者等は、各月の射撃教習実施状況を取

りまとめ、その月の翌月２０日までに別記第２５号様式の射撃教習受講者名簿により報告しなけれ

ばならない。 

 

〇 銃砲刀剣類所持等取締法 
 

（所持の禁止） 
第三条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲若しくはクロスボウ（引いた

弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定める

ところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府

令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。）（以下「銃砲等」という。）又は刀剣類を所持して

はならない。 
 
（クロスボウの取扱いに関する講習会） 

第五条の三の二 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有す

る者で、第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けようとするもの又は第七

条の三第二項の規定による当該許可の更新を受けようとするものを受講者として、次に掲げる事項

に関し必要な知識を修得させるための講習会を開催するものとする。 
一 クロスボウの所持に関する法令 
二 クロスボウの使用、保管等の取扱い 
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（クロスボウ射撃指導員） 
第九条の三の二 都道府県公安委員会は、クロスボウの操作及び射撃に関する知識、技能等が内閣府

令で定める基準に適合する者を、その者の申請に基づき、クロスボウ射撃指導員として指定するこ

とができる。 
 


